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さいたま市告示第６１４号 

さいたま市新庁舎整備事業に係る環境影響評価業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き告示する。 
令和７年４月４日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市新庁舎整備事業に係る環境影響評価業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市大宮区北袋町１－６０３－１ 外  

⑶ 業務概要 
特記仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和１０年３月２７日（月）まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(設計・調査・ 
  測量)（以下「名簿」という。）に業務「建設コンサルタント」、業務分類「建設環境」内の「環境

調査・計画」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成 

１３年さいたま市制定）又は、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱（平成

１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けている期

間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てを

している者でないこと。若しくは更生手続開始の決定がされた者であること。ただし、会社更生

法の規定による更生手続開始の決定をされた者については、入札日において、別に定める競争入

札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てを

している者でないこと。若しくは再生手続開始の決定がなされた者であること。ただし、民事再

生法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、入札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 
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 ⑹ 平成２７年４月１日以降に、埼玉県内で環境影響評価業務における調査計画書（方法書）作成

から評価書作成までの一連の業務（一括か分割かは問わない、条例又は法対象事業）を契約し、

かつ誠実に履行した実績を有している者であること。 

 ⑺  以下の要件を全て満たす管理技術者、照査技術者を配置できること。なお、配置する技術者は、

直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、管理技術者と照査技術者は兼ねることはできない。 

   ア  技術士法（昭和５８年法律第２５号）に定める技術士（建設部門：建設環境、環境部門：環

境影響評価、総合技術監理部門：建設－建設環境、総合技術監理部門：環境－環境影響評価）

の資格のうち、いずれかを有する者であること。 

   イ 平成２７年４月１日以降に、埼玉県内における環境影響評価業務における調査計画書（方法

書）作成から評価書作成の一連の業務（一括か分割かは問わない、条例又は法対象事業）の実

績を有する者 

 ⑻  以下の全ての認証を取得している者であること。 

   ア  品質マネジメントシステム（ＩＳＯ９００１） 

   イ  環境マネジメントシステム（ＩＳＯ１４００１） 

    ウ  情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＯ２７００１）、又は個人情報保護マネジメン

トシステム（ＪＩＳＱ１５００１）のいずれか 

エ  事業継続マネジメントシステム（ＩＳＯ２２３０１）、又はレジリエンス認証制度（一般社団

法人レジリエンスジャパン推進協議会）のいずれか 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書等を交付するものとする。 

⑴ 交付費用 
無償 

⑵ 交付方法 
さいたま市ホームページに掲載 

 https://www.city.saitama.lg.jp/006/007/002/022/001/004/p119954.html 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格確認（以下「資格確認」という。）

の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において資格確認

を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
告示の日から令和７年４月２８日（月）まで（休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 受付場所 
〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

さいたま市 都市戦略本部 都市経営戦略部 

新庁舎等整備担当 電話 ０４８（ ８２９）１０３８ 

⑷ 提出方法 

https://www.city.saitama.lg.jp/006/007/002/022/001/004/p119954.html
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持参又は郵送とする。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）  と
し、受付期間内必着とする。 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
資格確認終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
４⑶に同じ 

⑵ 交付日時 
令和７年５月７日（水）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができな 
い。 
⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき 
⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出資料について、虚偽の記載をしたとき 

７ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和７年５月１６日（金）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第２会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
 ⑷ 最低制限価格 
   設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加でき

ない。 
⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和７年５月１６日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
７⑵イに同じ 
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⑹ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 
（企画・広域行政・ＳＤＧ s 推進担当） 

電話 ０４８（８２９）１０３３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 

（新庁舎等整備担当） 
電話 ０４８（８２９）１０３８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑶ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。 

    https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

